
（ご注意）
1．建築基準法第6条第1項第1号または4号（構造計算書の添付が必要ないもの）に限ります。
2．メールの場合は、PDFファイルでお願いいたします。

※ご来店の場合は、その場で
確認済証を交付します。（消
防同意の必要がない物件）
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